様式第1号の10(第4条関係)
事業系一般廃棄物指定ごみ袋(燃やせないごみ用)
20リットル、40リットル
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「
警告」
■　
この袋は、幼児や子どもにとって窒息などの危険が伴うものです。
■　
幼児や子どもの手の届くところに置かないでください。
「注意」
■　
突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
■　
可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
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■　
収集日当日、朝８時までに出してください。
■　
中身がこぼれたり、はみ出さないように口を縛るか又はテープ等で封をしてください。
■　
袋が裂けたりした場合は、テープ等で補修して使用することができます。
■　家庭のごみを入れることはできません。
■　産業廃棄物を入れることはできません。
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